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令和６年４月４日 

株式会社ＴＫＣ 

 

通算親法人の関与税理士が通算子法人の法人税を電子申告する手順 

 

１．作業の流れ 

  通算親法人の作業 

（３～１０ページ） 
  

通算子法人の作業 

（１１～１８ページ） 
  

通算親法人の 

関与税理士の作業 

（１９～２６ページ） 

 

          

  電子委任状の準備(※注1)        

  ↓        

  関与税理士の処理権限の確

認(※注2) 

       

  ↓        

  法人税申告書の提出設定        

  ↓        

  電子申告基本情報の確認   電子申告基本情報の確認     

電子申告  ↓   ↓     

実施までに  申告書類の作成   申告書類の作成     

行う作業  ↓   ↓     

  添付書類の作成   添付書類の作成     

  ↓   ↓     

  電子申告する者等の確認   電子申告する者等の確認     

  ↓   ↓     

  電子申告データの作成   電子申告データの作成 

電子委任状の添付 

    

  ↓   ↓     

  電子申告データの確定   電子申告データの確定     

          

          

        一括電子申告 

（署名・送信・結果確認） 

 

電子申告          

   

 

  地方税の電子申告 

（署名・送信・結果確認） 

    

     ↓     

  各通算法人の処理状況確認   電子申告結果の確認     

          

※一括電子申告中は 

 電子申告に係る 

 ﾒﾆｭｰは利用不可 

※一括電子申告中は 

 電子申告に係る 

 ﾒﾆｭｰは利用不可 
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（注１）通算親法人の関与税理士が通算子法人の法人税を電子申告する場合、通算親法人が当該税理

士に通算子法人の申告を行うことを委任した旨の電子委任状の添付が必要です。 

（注２）税理士による一括電子申告機能では、処理するユーザが電子申告対象の法人の処理権限を有

している必要があります。通算親法人の関与税理士(ユーザ)が電子申告対象の法人の処理権

限を有していない場合は、処理権限を付与してください。 

 

 

２．必要となる電子申告の設定 

  通算親法人の関与税理士が通算子法人の法人税を電子申告する場合は、以下のとおり設定する必

要があります。 

＜ 通算親法人の関与税理士が通算子法人の法人税を電子申告する場合の設定 ＞ 

メニュー 設定内容 

「101.企業マスター」 

－「通算子法人の法人税申告書の提出設定」 

「通算親法人が電子申告する」にチェックをつけ

る。 

「201.電子申告基本情報

の登録」 

通算親法人 
通算親法人の「国税の利用者識別番号」「地方税の

利用者ＩＤ」を登録する。 

各通算子法人 
通算子法人の「国税の利用者識別番号」「地方税の

利用者ＩＤ」を登録する。 

「204.税理士基本情報の

登録」 

通算親法人 
税理士(税理士法人)が代理送信する設定とする。 

 

各通算子法人 
設定内容は法人税の電子申告に影響しません(※) 

 

（※）通算親法人の関与税理士が電子申告する場合、通算子法人の税理士基本情報の設定は影響しま

せん。ただし、地方税を通算子法人の関与税理士が電子申告する場合は、通算子法人の税理士基

本情報に基づき制御されますので登録・設定が必要です。 
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３．通算親法人の作業 

(1) 電子委任状の準備 

通算親法人の関与税理士が通算子法人の法人税申告書を電子申告する場合、 通算親法人が当該

税理士に通算子法人の申告を行うことを委任した旨の電子委任状の添付が必要です。  

①国税電子申告で利用できる電子委任状 

（国税e-TaxHP）https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/ininjyo/02.htm 

 

②ｅ－ＴＡＸグループ通算で対応可能な電子委任状 

行 電子委任状 ｅ－ＴＡＸグループ通算 

1 電子証明書方式 ○ 

2 電子委任状（PDF 形式）    ○（注） 

3 

電子委任状（XML 形式） ○ 

（e-Tax ソフトで作成・電子署名

した電子委任状を読込） 

   （注）「電子委任状（PDF 形式）」を添付する場合、作成した電子委任状（PDF ファイル）に、PDF

編集ソフト等を利用して通算親法人の代表者の電子署名を付与する必要があります。 

 

③「電子証明書方式」を利用する場合の準備 

 1)委任事項が記録された電子証明書（電子証明書方式）の取得 

   a.電子証明書方式は、電子委任状取扱事業者が、代表者の委任を受けて、受任者の利用する電

子証明書に委任事項を記録する方式です。 

   b.委任事項が記録された電子証明書（電子証明書方式）の発行の具体的な申込手続や発行費用

等については、各電子委任状取扱事業者にお問い合わせください。  

   c.また、委任事項が記録された電子証明書（電子証明書方式）を発行する際には、委任税目を

設定する必要があります。 

   d.詳細は、国税 e-Tax のホームページでご確認ください。 

   （国税 e-TaxHP）https://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo2_ininjyo.htm#tabs_3 

  2)委任事項が記録された電子証明書の国税受付システムへの登録 

    通算親法人の関与税理士が国税受付システムに登録している電子証明書を、委任事項が記録

された電子証明書に更新(登録)します。 

  ※通算親法人の関与税理士の電子証明書の登録作業となるため、通算親法人の関与税理士がご

利用の電子申告ソフトで行います。 

  ※委任を受けた法人の電子申告完了後、元の電子証明書に登録し直します。 

 

④「電子委任状（PDF形式）」を利用する場合の準備 

1)国税の委任状(PDF)の作成 

a.国税e-Taxホームページで案内されている委任状の記載事項を確認の上、国税の委任状を作

成します。 

   （国税 e-TaxHP）https://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo2_ininjyo.htm#tabs_2 

https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/ininjyo/02.htm
https://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo2_ininjyo.htm#tabs_3
https://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo2_ininjyo.htm#tabs_2
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b.国税の委任状を PDF 形式にします。 

c.国税の委任状(PDF)に代表者の電子証明書で電子署名します。 

（注）ｅ－ＴＡＸグループ通算には PDF ファイルに電子署名を付与する機能はありません。PDF

編集ソフト等をご利用ください。 

2)電子申告データへの委任状(PDF)の添付 

    「３．通算子法人の作業」の「(5) 電子申告データの作成」の手順で、通算法人子法人の電

子申告データに添付します。 

 

⑤「電子委任状（PDF形式）」を利用する場合の準備 

1)国税の委任状(XML)の作成 

   以下の手順で、e-Tax ソフトで電子委任状を作成します。 

a.e-Tax ソフトを起動します。 

b.左のメニューで「作成」－「添付書類」を選択します。 

c.[新規作成]ボタンを押下し、「国税関係手続に係る電子委任状」を選択します。 

d.必要な項目を入力し、[作成完了]ボタンを押下します。 

e.作成した電子委任状を選択し、[署名]ボタンを押下して代表者の電子証明書で電子署名しま

す。 

f.[切り出し]ボタンで電子委任状を切り出して保存します。 

   ※電子委任状のほかにｅ－ＴＡＸグループ通算未対応別表の作成・読込も行う場合は、e-Tax ソ

フトで申告データに電子委任状を組み込んでから、他の別表等とあわせて切り出します。 

2)電子申告データへの委任状(XML)の添付 

    「３．通算子法人の作業」の「(5) 電子申告データの作成」の手順で、通算法人子法人の電

子申告データに添付します。 

 

(2) 関与税理士の処理権限の確認 

「102.ユーザ権限」で、関与税理士（ユーザ）の処理権限（一括電子申告する対象の法人が「担

当法人」になっていること）を確認します。 

 （補足）税理士による一括電子申告機能は、2024年04月版以降、グループ全体の処理権限を有して

いなくても、電子申告対象の法人の処理権限があれば利用できるようになりました。 
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 (3) 法人税申告書の提出設定 

「101.企業マスター」－「通算子法人の法人税申告書の提出設定」で、通算親法人の関与税理士

が法人税申告書を電子申告する通算法人について、「通算親法人が電子申告する」にチェックを付

けます。（通算親法人の関与税理士が電子申告する場合も「通算親法人が電子申告する」にチェッ

クを付けます。） 

 

 

(4) 電子申告基本情報の確認 

 ①電子申告基本情報の確認 

通算親法人の「201.電子申告基本情報の登録」で、通算親法人の「国税の利用者識別番号」、

「地方税の利用者ＩＤ」等が登録されていることを確認します。 

 

 

 ②税理士基本情報の確認 

   通算親法人の「204.税理士基本情報の登録」で、関与税理士の情報が登録されており、税理士

が代理送信する設定となっていることを確認します。 
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(5) 申告書類の作成 

  通算親法人で、ワーキングシートへの入力等を行い、申告書類を作成します。 

 

(6) 添付書類の作成 

  通算親法人で、財務諸表・勘定科目内訳明細書の読込等を行い、添付書類を作成します。 

 

(7) 電子申告する者等の確認 

 ①電子申告する者の確認 

   通算親法人の「901.電子申告基本情報の確認」－「電子申告基本情報」タブで、「電子署名

者」、「送信者」が当通算法人の税理士(税理士法人)となっていることを確認します。 
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 ②申告先税務事務所の確認 

   通算親法人の「901.電子申告基本情報の確認」－「国税・地方税の申告先の確認」タブで、

「申告先税務事務所」がすべて選択されていることを確認します。 

 

 

(8) 電子申告データの作成 

通算親法人の「902.電子申告データの作成」で、各税目の電子申告データを作成します。作成

後、電子申告データ送信前チェック確認表にエラーが表示された場合は、修正します。 

 

 ※電子申告データ作成後、下記のメッセージが表示された場合は、[申告書提出先の追加・削除へ]

ボタンをクリックし、通算親法人の利用者ＩＤと独自の暗証番号でログインし、地方税ポータル

システムへの申告書提出先の追加・削除を行ってください。 
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(9) 電子申告データの確定 

  電子申告データの作成後に、[電子申告データ作成完了(確定)]ボタンをクリックして、電子申告 

データの確定処理を行います。 

 

 

(注)１．管理者(グループ全体の処理権限を有するユーザ)は、[各法人の処理状況の確認]の[電子

申告データの作成状況]タブで、各通算法人の電子申告データの作成状況を確認できます。 

  ２．管理者(グループ全体の処理権限を有するユーザ)は、上記画面の[電子申告データ修正(確

定解除)]ボタンにより電子申告データの確定を解除できます。また、以下の手順で、複数法

人の電子申告データの確定を一括解除できます。  

(1) [処理の選択]区分で[確定解除]を選択します。 

(2) 一覧から、確定を解除する通算法人を選択します(複数の通算法人を選択して一括解除が

行えます)。 

(3) [確定解除]ボタンをクリックします。 
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(10) 電子申告結果の確認 

   通算親法人の関与税理士による電子申告完了後、通算親法人が自社の電子申告結果を確認する

場合は、以下の手順で確認できます。 

 

①メニュー［903.国税・地方税の電

子申告］を選択します。 

 

②左記の画面が表示されます。 

［5.受信通知/受付通知の確認・

送付書印刷］をクリックします。 

 

③左記の画面が表示されます。 

 「国税（受信通知）の確認」タ

ブ、「地方税（受付通知）の確

認」タブのぞれぞれで、関与税理

士が電子申告した結果を確認でき

ます。 

 

 受付通知確認後、[F10業務の選

択]ボタンをクリックします。 
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④左記の画面が表示されます。 

 [F10処理ﾒﾆｭｰ]ボタンをクリック

して、メニューを終了します。 

 

(11) 各通算法人の処理状況確認 

 

①[各法人の処理状況の確認]ボタン

をクリックします。 

 

②「電子申告の進捗状況」タブを表

示し、各通算法人の進捗状況を確

認します。 

 

 確認終了後、[F10処理ﾒﾆｭｰ]ボタ

ンをクリックして、メニューを終

了します。 
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４．通算子法人の作業 

(1) 電子申告基本情報の確認 

 ①電子申告基本情報の確認 

通算子法人の「201.電子申告基本情報の登録」で、通算子法人の「国税の利用者識別番号」、

「地方税の利用者ＩＤ」等が登録されていることを確認します。 

 （注）通算親法人や通算親法人の関与税理士が電子申告する場合でも、通算子法人の利用者識別

番号を登録する必要があります。 

 

 

 ②税理士基本情報の確認 

  1)法人税の電子申告については、通算親法人の関与税理士が電子申告する場合、通算子法人の

「204.税理士基本情報の登録」の設定は影響しません。  

2)ただし、地方税の電子申告については、通算子法人の「204.税理士基本情報の登録」に基づき

制御されますので、以下を確認してください。 

地方税の電子申告方法 「204.税理士基本情報の登録」の設定 

通算子法人が地方税を電子申告する場合 税理士が代理送信しない設定であることを確認

する 

通算子法人の関与税理士が地方税を電子

申告する場合 

税理士が代理送信する設定であることを確認す

る 

 

(2) 申告書類の作成 

  通算子法人で、ワーキングシートへの入力等を行い、申告書類を作成します。 

 

(3) 添付書類の作成 

  通算子法人で、財務諸表・勘定科目内訳明細書の読込等を行い、添付書類を作成します。 
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(4) 電子申告する者等の確認 

 ①電子申告する者の確認 

通算子法人の「901.電子申告基本情報の確認」－「電子申告基本情報」タブで、法人税・地方

法人税の「電子署名者」、「送信者」が通算親法人の税理士(税理士法人)となっていることを確認

します。 

 

 

 ②申告先税務事務所の確認 

   通算子法人の「901.電子申告基本情報の確認」－「国税・地方税の申告先の確認」タブで、

「申告先税務事務所」がすべて選択されていることを確認します。 
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(5) 電子申告データの作成 

通算親法人の関与税理士が通算子法人の法人税申告書を電子申告する場合、 通算親法人が当該

税理士に通算子法人の申告を行うことを委任した旨の電子委任状の添付が必要です。 

PDF形式又はXML形式の電子委任状を利用する場合、通算親法人が作成・電子署名した電子委任状

を各通算子法人の法人税の電子申告データに添付します。 

  電子委任状については、「２．通算親法人の作業」の「(1) 電子委任状の準備」をご参照ください。 

 

 

①メニュー［902.電子申告データの

作成］を選択します。 

 

②左記のメッセージが表示されます

ので、[ＯＫ]をクリックします。 
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③電子委任状を添付します。 

1)PDF形式の場合 

法人税・地方法人税タブの「第

三者作成書類等のPDF添付・別

途送付の確認・入力」で、PDF

で作成した電子委任状を添付し

ます。 

  他にPDFで添付する書類がある

場合は、続けて添付します。 

 

 2)XML形式の場合 

 法人税・地方法人税タブの「e-

Taxソフトで作成した当システ

ム未対応書類の追加読込」で、

e-Taxソフトで作成・切出した

電子委任状(XML)を読み込みま

す。 

 

 以降、各税目の電子申告データを

作成します。 

 

※電子証明書方式の電子委任状を利

用する場合、電子委任状の添付作

業は不要です。 

※地方税については通算子法人が電

子申告しますで、電子委任状の添

付は不要です。 

※電子申告データ作成後、電子申告

データ送信前チェック確認表にエ

ラーが表示された場合は、修正し

ます。 

 ※電子申告データ作成後、下記のメッセージが表示された場合は、[申告書提出先の追加・削除へ]

ボタンをクリックし、通算子法人の利用者ＩＤと独自の暗証番号でログインし、地方税ポータル

システムへの申告書提出先の追加・削除を行ってください。 
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(6) 電子申告データの確定 

  電子申告データの作成後に、[電子申告データ作成完了(確定)]ボタンをクリックして、電子申告 

データの確定処理を行います。 

 

 

(注)１．管理者(グループ全体の処理権限を有するユーザ)のみ、電子申告データの確定を解除でき

ます。 

  ２．管理者(グループ全体の処理権限を有するユーザ)は、[各法人の処理状況の確認]の[電子

申告データの作成状況]タブで、複数法人の電子申告データの確定を一括解除できます。手

順は以下です。  

(1) [処理の選択]区分で[確定解除]を選択します。 

(2) 一覧から、確定を解除する通算法人を選択します(複数の通算法人を選択して一括解除が

行えます)。 

(3) [確定解除]ボタンをクリックします。 

 

(7) 地方税の電子申告（署名・送信・結果確認） 

 ※以下は、通算子法人が自社で電子申告する場合の手順です。通算子法人の関与税理士が電子申告

する場合は、通算子法人の関与税理士が電子署名・送信します。 

 

①メニュー［903.国税・地方税の電

子申告］を選択します。 
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②左記の画面が表示されます。 

［2.代表者(受任者)の電子署名

(申告書等)］をクリックします。 

 

③左記の画面が表示されます。 

[電子署名]ボタンをクリックし

て、地方税の電子申告データに電

子署名します。 

 

 電子署名完了後、[F3次ﾒﾆｭｰへ]を

クリックします。 

 

④左記の画面が表示されます。 

 地方税の「独自の暗証番号」を入

力後、[国税のデータ送信と即時

通知確認 地方税のデータ送信と

送信結果の確認]ボタンをクリッ

クして送信します。 
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⑤電子申告データの送信完了後、左

記の画面が表示されます。 

 

 「地方税（送信結果）の確認」タ

ブを表示し、送信結果を確認しま

す。 

 

 送信結果確認後、[F3次ﾒﾆｭｰへ]を

クリックします。 

 

⑥左記の画面が表示されます。 

 「地方税（受付通知）の確認」タ

ブを表示し、受付通知を確認しま

す。 

 

※通算親法人の関与税理士が子法人

の法人税を電子申告済みの場合

は、自社の法人税の受信通知も確

認できます 

 

 受付通知確認後、[F3次ﾒﾆｭｰへ]を

クリックします。 

 

⑦左記の画面が表示されます。 

 必要に応じて電子申告完了報告書

を印刷します。 

 

 印刷後、[F10業務の選択]ボタン

をクリックします。 
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⑧左記の画面が表示されます。 

 [F10処理ﾒﾆｭｰ]ボタンをクリック

して、メニューを終了します。 
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５．通算親法人の関与税理士の作業 

(1) 一括電子申告（通算親法人の法人税・地方税、通算子法人の法人税） 

※[各法人の処理状況の確認]の[電子申告データの作成状況]タブで、各通算法人の電子申告データが

作成完了(確定)していることを事前にご確認ください。 

※一括電子申告機能の利用中は、グループ内の他のユーザは電子申告に係るメニューを利用できま

せん（ワーキングシートの閲覧や申告書の印刷は可能です。また、一括電子申告対象でない法人

のデータは処理可能です。）。 

 

 

①メニュー［905.税理士による国

税・地方税の一括電子申告］を選

択します。 

 

②左記の画面が表示されます。 

［1.TISCからの電子申告ダウンロ

ード］をクリックします。 
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③左記の画面が表示されます。 

 通算親法人の関与税理士を選択

し、[F4選択終了]をクリックしま

す。 

 

④左記のメッセージが表示されま

す。 

 ［ＯＫ］ボタンをクリックする

と、TISCから電子申告データを、

パソコンにダウンロードします。 

 

※TISCからのダウンロード開始前に

処理時間の目安を表示しています

が、実際の処理に要する時間は、

ご利用のネットワーク環境により

異なります。 

 

⑤TISCからのダウンロードが完了す

ると、左記のメッセージが表示さ

れます。 

 ［ＯＫ］ボタンをクリックしま

す。 
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⑤［2.税理士による一括電子署名］

ボタンをクリックします。 

 

⑥通算親法人の法人税の「法33条の

2①の添付書面」を作成している

場合、左記のメッセージが表示さ

れます。 

 この場合、画面左下の電子署名ボ

タンで、「法33条の2①の添付書

面」に電子署名します。 

 

※電子署名対象のデータが初期選択

されます。 

※通算親法人の法人税の「法33条の

2①の添付書面」を作成していな

い場合は、下記⑦へ進みます。 

 

⑦通算親法人の法人税の「法33条の

2①の添付書面」を作成してない

場合、又は、上記⑥の電子署名完

了後、申告書に電子署名します。 

 電子署名するデータを選択し、

[B1.申告書作成税理士の電子署

名]ボタンをクリックします。 

 

※［F6 全選択］［F7 全解除］で選

択・解除できます。 

※特定の法人を選択して、電子署名

できます。 
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⑧左記の画面が表示されます。 

 「認証局サービス名」欄で、電子

証明書の認証局サービス名を選択

後、［電子署名］ボタンをクリッ

クします。 

 

 

 

⑨電子署名完了後、左記のメッセー

ジが表示されますので、［ＯＫ］ボ

タンをクリックします。 

 

※通算親法人の地方税のデータを同

時に電子署名する場合は、国税の

電子署名完了後、地方税の電子署

名を行います。 

 

⑩［F3 次ﾒﾆｭｰへ］ボタンをクリック

し、一括電子申告へ進みます。 

 

※電子署名完了したデータは、画面

に表示されなくなります。 

 

※税理士個人の利用者識別番号を

お持ちでない場合(システムに未

登録の場合)に限り、[B2.税理士

法人の電子署名]で税理士法人の

電子署名が必要になります。 
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⑩左記の一括電子申告画面が表示さ

れます。 

 画面表示時に、電子申告できるデ

ータが、初期反転（選択）されます。 

 

[一括電子申告]ボタンをクリック

します。 

 

※［F6 全選択］［F7 全解除］で選択・

解除できます。 

※特定の法人を選択して、電子申告

できます。 

 

※左記のメッセージが表示された場

合は、通算子法人の法人税データ

とそれ以外のデータを別々に送信

する必要があります。 

 一覧上で再選択し、通算子法人の

法人税データとそれ以外のデータ

を別々に送信してください。 

 

⑪左記の画面が表示されます。 

 通算親法人の関与税理士の国税の

「独自の暗証番号」と地方税の「独

自の暗証番号」を入力後、［国税・

地方税の電子申告データの送信］

ボタンをクリックします。 

 

※通算親法人の地方税のデータを同

時に電子申告しない場合は国税の

「独自の暗証番号」のみ入力しま

す。 

 

※ボタンクリック後、下記の順に自

動実行されます。 

1)国税受付システムへログイン 

2)国税の電子申告データの送信と

即時通知の受信 
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3)国税受付システムから受信通知

を受信 

4)国税受付システムからログアウ

ト 

5)地方税ポータルシステムへログ

イン 

6)地方税電子申告データの送信と

送信結果の受信 

7)地方税ポータルシステムから受

付通知を受信 

8)地方税ポータルシステムからロ

グアウト 

 
 

⑫一括電子申告完了後、左記のメッ

セージが表示されますので［ＯＫ］

ボタンをクリックします。 

 

 

⑬［F3 次ﾒﾆｭｰへ］ボタンをクリック

し、即時通知(送信結果)／受信通

知(受付通知)の確認へ進みます。 

 

※電子申告完了したデータは、画面

に表示されなくなります。 
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（「即時通知の確認」タブ） 

 

⑭左記の画面が表示されます。 

 画面上部の一覧で選択された法

人・税目について、画面下部に即時

通知(送信結果)、受信通知(受付通

知)を表示します。 

 

※「即時通知(送信結果)の確認」タブ

と「受信通知(受付通知)の確認・送

付書の印刷」タブを選択して、結果

を確認します。 

※タブ画面右下の［即時通知(送信

結果)の印刷］ボタンから、即時通

知(送信結果)を印刷できます。 

 

（「受信通知の確認・送付書の印刷」タブ） 

 

※タブ画面右下の［受信通知(受付通

知)の印刷］ボタンから、受信通知

(受付通知)を印刷できます。 

※［送付書の印刷］ボタンから、別途

送付の「送付書」を印刷できます。 

 送付書がある場合のみ、［送付書の

印刷］ボタンがクリック可能とな

ります。 
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⑮すべての法人・税目について確認

(印刷)完了後、［F10業務の選択］ボ

タンをクリックし、業務の選択画

面に戻ります。 

 

⑯［５．TISCへの電子申告した結果の

アップロード］をクリックします。

データをTISCへアップロード(保

存)します。 

 

 

⑰左記のメッセージが表示されま

す。 

［ＯＫ］ボタンをクリックする

と、パソコンの電子申告結果を、

TISCへアップロードします。 

 

TISCへのアップロードが完了する

と、画面が終了します。 

 

※アップロードに要する時間は、ご

利用のネットワーク環境により異

なります。 

 

以上 
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